
平成29年7月13日（木曜日）東 京 都 公 報（第16409号） １６

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
七
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十

七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
解
散
の
届
出
が
あ
っ
た
の

で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
名
称
等
を
次
の
と
お
り
公

表
す
る
。

平
成
二
十
九
年
七
月
十
三
日

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
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（第16409号）東 京 都 公 報平成29年7月13日（木曜日）１９
◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
八
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十

九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
資
金
管
理
団
体
の
指
定
の
届
出
が
あ
っ

た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
名
称

等
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
二
十
九
年
七
月
十
三
日

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会



平成29年7月13日（木曜日）東 京 都 公 報（第16409号） ２０
◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
九
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十

九
条
第
三
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
資
金
管
理
団
体
の
届
出
事
項
の

異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
二
十
九
年
七
月
十
三
日

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会



（第16409号）東 京 都 公 報平成29年7月13日（木曜日）２１
◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
十
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十

九
条
第
三
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
資
金
管
理
団
体
の
指
定
の
取
消

し
及
び
同
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
資
金
管
理
団
体
で
な
く
な
っ
た

旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
二
十
九
年
七
月
十
三
日

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会



平成29年7月13日（木曜日）東 京 都 公 報（第16409号） ２２
◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
十
一
号

次
の
政
治
団
体
は
、
政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第

百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
二
十
九
年
四

月
一
日
以
後
、
政
治
活
動
（
選
挙
運
動
を
含
む
。
）
の
た
め
に
寄
附

を
受
け
、
又
は
支
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
団
体
と
な
っ
た
の
で
、

同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
九
年
七
月
十
三
日

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会



（第16409号）東 京 都 公 報平成29年7月13日（木曜日）２３
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（第16409号）東 京 都 公 報平成29年7月13日（木曜日）２７
◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
十
二
号

次
の
政
治
団
体
は
、
政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第

百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
二
十
九
年
六

月
一
日
以
後
、
政
治
活
動
（
選
挙
運
動
を
含
む
。
）
の
た
め
に
寄
附

を
受
け
、
又
は
支
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
団
体
と
な
っ
た
の
で
、

同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
九
年
七
月
十
三
日

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会

公

告

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
許
可
し
た
次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
は
、

完
了
し
た
。

平
成
二
十
九
年
七
月
十
三
日

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

金

子

博

開
発
区
域
又
は
工
区
に

含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

許
可
を
受
け
た
者
の

住
所
及
び
氏
名

国
分
寺
市
戸
倉
四
丁
目
八
番
二
、

同
番
二
地
先
、
同
番
九
、
九
番
一

及
び
同
番
七

千
代
田
区
大
手
町
一
丁
目
三
番

二
号

住
友
林
業
株
式
会
社

代
表
取
締
役

市
川

晃

あ
き
る
野
市
雨
間
字
西
郷
七
百
三

十
七
番
一
及
び
同
番
四
の
各
一
部
、

同
番
五
並
び
に
同
番
六
の
一
部

あ
き
る
野
市
雨
間
七
百
四
十
番

地

久
野
木

正

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
許
可
し
た
次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
は
、

完
了
し
た
。

平
成
二
十
九
年
七
月
十
三
日

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

金

子

博

開
発
区
域
又
は
工
区
に

含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

許
可
を
受
け
た
者
の

住
所
及
び
氏
名

昭
島
市
武
蔵
野
二
丁
目
百
四
十
三

番
一
の
一
部

武
蔵
野
市
境
二
丁
目
二
番
二
号

株
式
会
社
飯
田
産
業

代
表
取
締
役

兼
井

雅
史



平成29年7月13日（木曜日）東 京 都 公 報（第16409号） ２８
羽
村
市
緑
ケ
丘
四
丁
目
五
番
五
及

び
同
番
十
九

福
生
市
加
美
平
二
丁
目
十
四
番

一
号

株
式
会
社
山
一
建
設

代
表
取
締
役

山
野
井

優

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
許
可
し
た
次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
は
、

完
了
し
た
。

平
成
二
十
九
年
七
月
十
三
日

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

金

子

博

開
発
区
域
又
は
工
区
に

含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

許
可
を
受
け
た
者
の

住
所
及
び
氏
名

府
中
市
四
谷
二
丁
目
五
番
五
及
び

同
番
三
十
一

武
蔵
野
市
境
二
丁
目
二
番
二
号

株
式
会
社
飯
田
産
業

代
表
取
締
役

兼
井

雅
史

東
久
留
米
市
前
沢
五
丁
目
千
四
百

五
十
八
番
一
の
一
部
、
同
番
六
及

び
同
番
七

西
東
京
市
東
伏
見
三
丁
目
六
番

十
九
号

タ
ク
ト
ホ
ー
ム
株
式
会
社

代
表
取
締
役

小
寺

一
裕

小
金
井
市
中
町
二
丁
目
百
四
十
七

番
三
、
同
番
四
及
び
百
四
十
八
番

一
か
ら
同
番
三
ま
で

中
央
区
銀
座
六
丁
目
十
七
番
一

号三
井
不
動
産
レ
ジ
デ
ン
シ
ャ
ル

株
式
会
社

代
表
取
締
役

藤
林

清
隆

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
変
更
の
届
出
に

つ
い
て

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模
小
売
店

舗
の
変
更
に
つ
い
て
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て

準
用
す
る
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
し
、

そ
の
届
出
及
び
添
付
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
意
見
を
述
べ
よ
う

と
す
る
者
は
、
意
見
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面
に
「
㈠
氏
名
（
団
体

に
あ
っ
て
は
団
体
名
及
び
そ
の
代
表
者
の
氏
名
）
㈡
住
所
（
団
体
に

あ
っ
て
は
所
在
地
）
㈢
意
見
を
述
べ
る
理
由
」
を
記
載
し
た
書
面
を

添
え
て
、
平
成
二
十
九
年
七
月
十
三
日
か
ら
四
月
以
内
に
東
京
都
産

業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業
振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）
に
到
着
す
る
よ
う
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

平
成
二
十
九
年
七
月
十
三
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

店
舗
名

池
袋
ス
ク
エ
ア

二

店
舗
所
在
地

豊
島
区
東
池
袋
一
丁
目
十
四
番
一
号

三

設
置
者
名

み
ず
ほ
信
託
銀
行
株
式
会
社

四

設
置
者
住
所

中
央
区
八
重
洲
一
丁
目
二
番
一
号

五

変
更
前
の
設
置
者
の

代
表
者
名

中
野

武
夫

六

変
更
後
の
設
置
者
の

代
表
者
名

飯
盛

徹
夫

七

変
更
日

平
成
二
十
九
年
四
月
三
日

八

届
出
日

平
成
二
十
九
年
六
月
八
日

九

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十

縦
覧
期
間

平
成
二
十
九
年
七
月
十
三
日
か
ら
同
年

十
一
月
十
三
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京

都
の
休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年

東
京
都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日

を
除
く
。

十
一

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。

一

店
舗
名

武
蔵
野
館
ビ
ル

二

店
舗
所
在
地

新
宿
区
新
宿
三
丁
目
二
十
七
番
十
号

三

設
置
者
名

み
ず
ほ
信
託
銀
行
株
式
会
社

四

設
置
者
住
所

中
央
区
八
重
洲
一
丁
目
二
番
一
号

五

変
更
前
の
設
置
者
の

代
表
者
名

中
野

武
夫

六

変
更
後
の
設
置
者
の

代
表
者
名

飯
盛

徹
夫

七

変
更
日

平
成
二
十
九
年
四
月
三
日

八

届
出
日

平
成
二
十
九
年
六
月
十
六
日

九

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十

縦
覧
期
間

平
成
二
十
九
年
七
月
十
三
日
か
ら
同
年

十
一
月
十
三
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京

都
の
休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年

東
京
都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日

を
除
く
。

十
一

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。

東
京
都
指
定
給
水
装
置
工
事
事
業
者
の
指
定
に
つ
い
て

水
道
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
七
十
七
号
）
第
十
六
条
の
二

第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
東
京
都
指
定
給
水
装
置
工
事
事
業
者
を

次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
九
年
七
月
十
三
日

東
京
都
水
道
局
長

醍

醐

勇

司
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指
定
番
号

商
号

代
表
者

住

所

指
定
年

月
日

九
五
〇
五

有
限
会
社

総
合
メ
ン

テ
ナ
ン
ス

浅
野

晃
司

埼
玉
県
さ
い

た
ま
市
北
区

吉
野
町
一
丁

目
三
百
七
十

三
番
地
三

平
成
二
十

九
年
五
月

二
十
三
日

九
五
〇
六

プ
レ
リ
ッ

ト
株
式
会

社

岩
﨑

剛

埼
玉
県
所
沢

市
大
字
山
口

千
七
百
九
十

八
番
地
の
十

一

同
日

九
五
〇
七

株
式
会
社

日
本
フ
ロ

ン
ト
テ
ッ

ク

岡
野

嘉
延

足
立
区
花
畑

三
丁
目
二
十

四
番
十
二
号

同
日

九
五
〇
八

将
栄
興
業

厚
沢

将
伸

埼
玉
県
さ
い

た
ま
市
緑
区

大
字
大
崎
二

千
十
八
番
地

二

同
日

九
五
〇
九

成
田
建
設

株
式
会
社

成
田

治
雄

神
奈
川
県
相

模
原
市
緑
区

城
山
一
丁
目

十
二
番
十
一

号

同
日

九
五
一
〇

株
式
会
社

岡
村
設
備

岡
村

康
正

埼
玉
県
新
座

市
馬
場
一
丁

目
八
番
二
十

六
号

同
日

九
五
一
一

坂
井
工
業

坂
井

雄
二

江
戸
川
区
西

小
岩
五
丁
目

三
番
八
号

同
日

九
五
一
二

ア
ク
ア
エ

ア
ー
株
式

会
社

伊
吹

聖
司

大
田
区
中
央

八
丁
目
十
九

番
二
十
四
号

同
日

九
五
一
三

日
本
ア
ー

池
田
比
呂
志

神
奈
川
県
横

同
日

ル
オ
ー
メ

ン
テ
ナ
ン

ス
サ
ー
ビ

ス
株
式
会

社

浜
市
中
区
日

本
大
通
六
十

朝
日
生
命

横
浜
ビ
ル

九
五
一
四

株
式
会
社

シ
ル
バ
ー

フ
ァ
ー
ス

ト
プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト

小
原

恭
雄

板
橋
区
高
島

平
一
丁
目
四

十
五
番
五
号

同
日

九
五
一
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